
報告第３号 

 

専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

　　令和７年９月５日提出 

 

 

匝瑳市長　　宮　内　　康　幸



 

１

専決年月日 令和７年６月２４日

 

事故の概要

令和７年４月３日午後４時３０分頃 

　商工観光課の職員が、匝瑳市八日市場イ２１９０番地匝瑳

市就労支援事業所ほほえみ園駐車場内において、駐車してい

た庁用車に乗車する際、運転席ドアが隣に駐車していた相手

方自動車に接触した。 

この結果、相手方自動車が損傷した物損事故である。

 損害賠償額 １８５，１４１円

 事故の過失 

割合（％）

相手方 市

 ０ １００

 
和解の相手方

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●　●●

 

和解の条件等

（１）市は、●●●●に対し、本件事故に関する一切の損害

賠償金として、金１８５，１４１円を指定口座に支払う。 

（２）市と●●●●は、今後、本件に関し、裁判上及び裁判

外において一切異議申立て、請求を行わない。

 

２

専決年月日 令和７年６月２７日

 

事故の概要

令和７年５月５日午後２時３０分頃 

　匝瑳市消防団栄分団第２部の団員が、匝瑳市堀川３９４８

番地先において、同部配備の小型動力ポンプ水槽付積載車を

運転していたところ、バック走行した際に、後方に停車して

いた相手方自動車に接触した。 

　この結果、相手方自動車が損傷した物損事故である。

 損害賠償額 ２５５，８００円

 事故の過失 

割合（％）

相手方 市

 ０ １００

 
和解の相手方

●●●●●●●●●●●●●●● 

●●　●●

 

和解の条件等

（１）市は、●●●●に対し、本件事故に関する一切の損害

賠償金として、金２５５，８００円を指定口座に支払う。 

（２）市と●●●●は、今後、本件に関し、裁判上及び裁判

外において一切異議申立て、請求を行わない。

 

３

専決年月日 令和７年８月２日

 

事故の概要

令和７年４月１０日午前９時５０分頃 

　環境生活課の職員が、匝瑳市役所北側駐車場において、駐

車していた庁用車に乗車する際、運転席ドアが隣に駐車して

いた相手方自動車に接触した。 

この結果、相手方自動車が損傷した物損事故である。

 損害賠償額 １６９，１２０円

 事故の過失 

割合（％）

相手方 市

 ０ １００

 
和解の相手方

●●●●●●●●●●●●●● 

●●　●

 

和解の条件等

（１）市は、●●●に対し、本件事故に関する一切の損害賠

償金として、金１６９，１２０円を指定口座に支払う。 

（２）市と●●●は、今後、本件に関し、裁判上及び裁判外

において一切異議申立て、請求を行わない。



 

４

専決年月日 令和７年８月７日

 

事故の概要

令和７年６月２５日午前１０時３０分頃 

　学校教育課の会計年度任用職員が、吉田小学校校舎西側道

路において、刈払機による除草作業をしていたところ、飛び

石が付近に駐車していた相手方自動車に接触した。 

この結果、相手方自動車が損傷した物損事故である。

 損害賠償額 １２１，０４４円

 事故の過失 

割合（％）

相手方 市

 ０ １００

 
和解の相手方

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●　●

 

和解の条件等

（１）市は、●●●に対し、本件事故に関する一切の損害賠

償金として、金１２１，０４４円を指定口座に支払う。 

（２）市と●●●は、今後、本件に関し、裁判上及び裁判外

において一切異議申立て、請求を行わない。

 

５

専決年月日 令和７年８月１９日

 

事故の概要

令和７年６月２５日午後１時３０分頃 

　給食配送業務委託業者が、椿海小学校南側駐車場給食搬入

口前において、給食配送用トラックを運転していたところ、

方向転換した際、駐車していた相手方自動車に接触した。 

この結果、相手方自動車が損傷した物損事故である。

 損害賠償額 ３９４，９７７円

 事故の過失 

割合（％）

相手方 市

 ０ １００

 
和解の相手方

●●●●●●●●●●●● 

●●　●

 

和解の条件等

（１）市は、●●●に対し、本件事故に関する一切の損害賠

償金として、金３９４，９７７円を指定口座に支払う。 

（２）市と●●●は、今後、本件に関し、裁判上及び裁判外

において一切異議申立て、請求を行わない。


